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○会津美里町建築物等の建築に関する指導要綱  

平成 17年 10月１日告示第 159号  

会津美里町建築物等の建築に関する指導要綱  

（目的）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 建 築 主 の 協 力 を 求 め 、 建 築 物 敷 地 に 係 る 後 退 用 地 の 機能

保 全 に 必 要 な 基 準 を 設 定 し 、 秩 序 あ る 建 築 行 為 等 を 促 進 し 、 良 好 な 居 住 環 境

の整備を図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定め

るところによる。  

(１ ) 建築主  建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法 」という。）に

基 づ く 建 築 行 為 を 行 う 者 及 び 門 、 へ い 等 を 設 置 し 、 又 は 建 築 物 の 敷 地 を 造

成 す る た め の 擁 壁 そ の 他 の 建 築 行 為 を 行 う 者 並 び に こ れ ら の 土 地 の 所 有 者

をいう。  

(２ ) み な し 道 路  法 第 42条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 特 定 行 政 庁 が 指 定 し た土

地をいう。  

(３ ) 建築物等  法第２条に規定する建築物をいう。（附属する門、へい等は

除く。）  

(４ ) 門 、 へ い 等  法 第 42条 第 ２ 項 に 規 定 す る 道 路 に 接 し て 設 置 す る 門 、へ

い 等 及 び 建 築 物 の 敷 地 を 造 成 す る た め の 擁 壁 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を

いう。  

(５ ) 後 退 線  法 第 42条 第 ２ 項 に 規 定 す る み な し 境 界 線 及 び 福 島 県 建 築 基準

法 施 行 条 例 （ 昭 和 26年 福 島 県 条 例 第 30号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る ス ミ 切 り 部 分

の境界線をいう。  

(６ ) 後 退 用 地  み な し 道 路 の 現 境 界 線 と 後 退 線 と の 間 に あ る 土 地 及 び スミ

切り部分の土地をいう。  

（後退用地についての事前協議）  

第 ３ 条  町 長 は 、 み な し 道 路 に 接 す る 敷 地 及 び ス ミ 切 り 部 分 を 有 す る 敷 地 に建

築 物 等 を 建 築 し よ う と す る 建 築 主 と 確 認 申 請 提 出 前 に 協 議 す る も の と し 、 ま

た、第 13条に定める門、へい等の設置届があったときは、当該建築主と後退用

地 の 譲 与 、 売 渡 し 等 の 帰 属 及 び 利 用 管 理 に つ い て 協 議 し 、 そ の 後 退 用 地 の 機

能 保 全 に つ い て 協 力 を 求 め る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 既 存 の 建 築 物
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及び門、へい等を増改築しようとするときも同様とする。  

２  町長は、前項による協議を行う場合において、みなし道路事前協議書（様式

第１号）の提出を建築主に求めるものとする。  

（後退用地の協議基準）  

第４条  後退用地の協議基準は、次のとおりとする。  

(１ ) 町 の 管 理 す る 道 路 に 接 す る 後 退 用 地 に つ い て は 、 譲 与 又 は 売 渡 し をす

る場合は、譲与・売渡し承諾書（様式第２号）を提出するものとし、町長は

譲与又は売渡しの手続について所有者と協議するものとする。  

(２ ) 町 の 管 理 す る 道 路 に 接 す る 後 退 用 地 に つ い て 、 前 号 の 承 諾 を な さ れな

い場合は、後退用地の使用貸借承諾書（様式第３号）及び当該敷地が借地の

場合は、同意書（様式第４号）を提出するものとし、町長は、後退用地の管

理について所有者と協議するものとする。  

（後退用地の取扱い）  

第 ５ 条  後 退 用 地 を 譲 与 し 、 又 は 売 渡 し し よ う と す る 場 合 は 、 町 負 担 に お いて

測量、分筆及び登記を行うものとする。  

２  後 退 用 地 を 使 用 貸 借 し よ う と す る 場 合 は 、 建 築 主 の 負 担 に お い て 測 量 及び

分筆を行うものとする。  

（後退用地の取得価格）  

第６条  後退用地の取得価格は、町が定める道路敷買収価格とする。  

（後退用地内の既存建築物等の取扱い）  

第 ７ 条  後 退 用 地 内 に 既 存 建 築 物 等 が あ る 場 合 は 、 建 築 主 の 負 担 に よ り 全 て除

却するものとする。  

（後退用地内の既存門、へい等の取扱い）  

第８条  後退用地内に、既存の門、へい等がある場合は、建築主の負担によりす

べて除却するものとする。ただし、後退用地を町へ譲与する場合は、この限り

でない。  

（門、へい等除却費用の助成）  

第９条  町長は、後退用地の譲与を承諾した建築主が、当該用地内の門、へい等

を除却した場合は、予算の範囲内でその費用の一部を助成することができる 。 

（後退線の確認）  

第 10条  後退線の確認は、次の方法により行うものとする。  

(１ ) 宅 地 に 接 す る 道 路 が 町 道 の 場 合  建 築 主 が 隣 接 地 権 者 の 同 意 を 得 た後
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に、町が現地に確認後仮杭を埋設し、土地家屋調査士が調査を行う。  

(２ ) 宅地に接する道路が公道（町道を除く。）の場合  建築主が隣接地権者

の 同 意 を 得 た 後 に 、 土 地 家 屋 調 査 士 又 は 測 量 士 が 調 査 し 、 仮 杭 を 埋 設 し て

町の確認を受ける。  

（後退線表示杭の埋設）  

第 11条  後 退 用 地 の 協 議 が 完 了 し た 場 合 は 、 町 が 支 給 す る 杭 又 は び ょ う 等 を後

退線に埋設するものとする。  

（後退線の例外）  

第 12条  公 共 事 業 に よ る 事 業 計 画 が あ る 道 路 に 接 す る 建 築 物 等 及 び 門 、 へ い等

の敷地については、事業計画線をもって後退線とする。  

（門、へい等の設置届）  

第 13条  建築主は、門、へい等を設置する場合は、前条により協議を行うため、

当該工事に着手する前までに、門 、へい等の設置届（様式第５号）を町長に提

出し、後退線の確認を受けなければならない。  

（その他）  

第 14条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は、

町長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成 17年 10月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で に 、 合 併 前 の 会 津 高 田 町 建 築 物 等 の 建 築に

関 す る 指 導 要 綱 （ 平 成 元 年 会 津 高 田 町 告 示 第 ８ 号 ） 又 は 会 津 本 郷 町 建 築 物 等

の 建 築 に 関 す る 指 導 要 綱 （ 平 成 11年 会 津 本 郷 町 告 示 第 14号 ） の 規 定 に よ り な

さ れ た 決 定 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 そ れ ぞ れ こ の 要 綱 の 相 当 規 定 に よ り な さ

れたものとみなす。  


